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最近の判例から ⑴－地中障害物－

土地を購入して４年経過後に目的とする自
宅建物を建築しようとしたところ、建築の障
害となる地中障害物等が発見されたため、買
主がその除去及び地盤改良費用等の支払いを
売主及び媒介業者に求めた事案において、地
中障害物の存在を把握していた売主の賠償責
任を認め、売主より敷地内残存物がないと説
明を受けていた媒介業者の調査義務は否定し
た事例（東京地裁 平成30年３月29日判決 認
容 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

平成19年３月、売主Ｙ１（被告・宅建業者）
は、本件土地及び旧建物を購入し、同年10月
に旧建物の取壊しを行い更地にした。
平成20年６月、本件土地について、自宅建

物建築を目的とする買主Ｘ（原告）は、媒介
業者Ｙ２（被告）の媒介により、Ｙ１と売買
契約を締結し、同年７月に引渡しを受けた。
なお、売主作成の物件状況等説明書におい

て、「敷地内残存物、旧建物廃材、建築廃材、
浄化槽、井戸」に丸は付されていなかった。
（売買契約書の概要）
・売買代金：７億円
・売主の瑕疵担保責任：引渡し完了日から２
年以内に限り売主は責任を負う。

・本件特約：本件土地上に建築物を建築する
際、地耐力強化のための地盤改良工事等が
必要となる場合があっても，この費用等に
ついては、買主の責任と負担で処理するこ
とを売主は呈示し、買主はこれを容認する。

平成24年10月頃、Ｘは鉄筋コンクリート造
りの自宅用建物建築のため、建設会社に地盤
の調査を依頼したところ、本件土地に旧建物
の土間スラブやコンクリートガラ、Ｈ鋼、井
戸等の本件地中障害物が確認され、当初予定
の表層改良工事では地耐力不足が考えられた
ことから、柱状改良工事を行うこととした。
平成27年にＸは、Ｙ１及びＹ２に対して、

本件地中障害物が存することの説明を行わな
かった等の不法行為・債務不履行責任を理由
に、Ｘが支出した地中障害物の除去及び地盤
改良工事費用2121万円、同変更工事検討費用
83万1600円、工期延長に伴う家賃51万4300円、
弁護士費用等225万円の計2480万円余を求め
る本件訴訟を提起した。
Ｙ１は、本件地中障害物について認識して

いなかった、認識していなかったことについ
て過失はないなどと主張した。
Ｙ２は、Ｙ１より敷地内残存物がない旨の

物件状況等説明書を受領しているから、地中
障害物の有無等についての調査義務は履行済
であるなどと主張した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、ＸのＹ１に
対する請求を認容し、Ｙ２に対する請求を棄
却した。
（不法行為の存否について）
⑴　Ｙ１は、本件土地取得時に解体業者Ａに
旧建物の解体を依頼し、その際に旧建物に地
下室が存在し、大量のコンクリートガラ等が

建物建築の障害となる地中障害物について、売主の不法行
為責任が認められ、媒介業者の調査義務は否定された事例

（東京地判 平30・3・29 ウエストロー・ジャパン）　宝満 哲也
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発生したが、Ａはそのすべてを搬出および処
理することなく、本件土地中に残存させ、土
中に埋め戻したため、Ｘは本件売買契約時に
予期していなかった地盤改良工事を行わざる
を得なくなったということができる。
本件土地中に存在していた障害物の量およ
び範囲等に照らすと、取引通念上通常有すべ
き性状を欠いており、本件土地には瑕疵があ
るものと評価することができる。
また、Ｙ１は、Ｘに対し、売主として、物
件状況等報告書の作成等を通じて、売買の対
象となる土地の状況について正確な情報を告
知・説明する義務を負っていた。
Ｙ１は、旧建物が存在する状態で土地を購
入し、Ａに依頼して旧建物を取壊したのであ
るから、旧建物には地下室が存在し、旧建物
の解体に伴う地中障害物が残存していること
を把握し得たにもかかわらず、Ａの遂行状況
を確認することなく、物件状況等報告書を作
成したものと推認することができるから、
Ｙ１は上記義務の履行を怠ったというべきで
ある。
本件売買契約には本件特約が付されている
が、同特約は定型的に設けられたものである
こと、そもそも上記地中障害物が残存するこ
とになったのはＹ１が旧建物の取壊しをＡに
依頼したことが契機となっていること、取壊
し完了時にＹ１の担当者が立ち会っているこ
と、Ｙ１は直接解体工事の内容と実施につい
て確認していないこと、本件売買契約を締結
する際にＸが地盤改良工事に要する費用等を
考慮し、Ｙ１と本件売買契約を締結するに当
たってこれを前提に売買代金額を決したこと
はうかがえないことなどを考慮すると、本件
特約の射程範囲は、Ｙ１の行為を契機として
地中に多量の障害物が存在した本件のような
場合にまで及ぶものと解するのは相当ではな
い。

したがって、Ｙ１は、Ｘに対し、不法行為
に基づき2480万円の損害賠償義務を負う。
⑵　本件売買契約締結時点において、更地化
されていた本件土地について、宅建業者であ
るＹ１が物件状況等報告書において敷地内残
存物はない旨を説明していることから、本件
において、これに加えてＹ２が独自にその真
偽等について調査すべき義務が発生するとは
言い難い。したがって、ＸのＹ２に対する請
求は理由がない。

3 　まとめ

本判決は、売主業者が買主に建物建築の障
害となる地中障害物が存在することの説明を
行わなかったこと等により、不法行為に基づ
く損害賠償が認められたものである。
いずれにしても、建物（基礎・基礎杭）を

解体撤去し、買主に土地を引渡す売買契約に
おいては、建物基礎杭や地中障害物等の撤去
範囲について、契約締結前に売主、買主間で
予め協議し、それぞれの責任と負担について、
両者の理解と認識を一致させた上で、取引を
進めることが重要である。
その他、地中障害物の存在が買主の通常の

建物建築を妨げる瑕疵に当たるとされた事例
として、残置された基礎杭の事例（東京地判 
平25・11・21 RETIO102-112）、隠れていた井戸
の事例（東京地判 平21・2・6  RETIO76-68）
があり、また、障害物の存在が説明されてお
り隠れた瑕疵にあたらないとされた事例とし
て、残置された基礎杭の事例（東京地判 平
22・8・30 RETIO82-166）がある。

（調査研究部調査役）
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土地の売買契約を締結した買主が、売主は
完全な土壌汚染除去工事を行う義務を怠った
として、一方、売主も、買主は残代金を支払
わないとして、相互に債務不履行に基づく契
約解除及び違約金の支払いを求めた事案にお
いて、売主は土壌汚染を完全に除去する義務
を負っているとは認められないとして、買主
の請求を棄却し、売主の請求を認容した事例
（東京地裁 平成30年２月23日判決 本訴棄却 
反訴認容 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

平成27年２月、宅建業者Ｙ（被告）は、土
壌汚染調査結果報告書で、土壌溶出量基準値
を超えたトリクロロエチレンが検出され、競
売手続の評価書では、市場性修正として95％
の減価をすると判定された土地（以下「本件
土地」という。）を競売により取得した。
Ｙは、区役所に土壌汚染につき確認したと

ころ、東京都環境条例による規制に該当する
可能性があるので、自主的に対策するように
求められたが、対策結果についての報告書な
どの提出義務はないとの説明を受けた。
Ｙは、本件土地の土壌汚染対策工事を処理

会社Ａ（訴外）に依頼した。Ｙは、本件土地
には木造住宅の建築が想定されるところ、Ａ
から、木造３階建ての住宅を建築する場合、
１ｍ程度の対策工事を行えば十分であるとの
アドバイスを受けたため、Ｙは、余裕をみて、

地表から1.3ｍの範囲で対策工事を行うこと
とし、Ａは、同年11月26日までに対策工事を
行い、土壌汚染対策措置完了確認調査を行っ
た。
同年10月15日、宅建業者Ｂ（訴外）から本

件土地の話を聞いた買主Ｘ（原告・宅建業者）
は、土壌の汚染拡散防止措置完了届の取得を
条件として取りまとめを行う旨の依頼書をＢ
に交付した。Ｂから同依頼書を受領したＹは、
Ｂに、区役所とのやり取りから同完了届を取
得する必要はないことと、土壌汚染対策工事
は、地表から1.3ｍの範囲で行うことを説明
し、ＢからＹの説明を聞いたＸも、売買契約
に際し、地表から1.3ｍまでの対策工事が行
われるものと理解していた。
同年11月20日、Ｘは、売買代金9700万円、

残金日は同年12月25日、瑕疵担保責任は免責
とし、その他以下の約定で、手付金300万円
を支払い、売買契約を締結した。
ア　契約違反よる違約金　売買代金の20％
イ　特約条項
・本件土地は、土壌汚染調査に基づき、対策
工事を実施済みである。

・同年12月20日頃には、浄化確認及び土壌汚
染措置対策工事完了報告書（以下「完了報
告書」という。）を受領予定である。
同年12月、同月17日付のＡ作成の完了報告

書を受領したＸは、地表から1.3ｍ以下にも
土壌汚染が存在することを知り、Ｙに、土壌

最近の判例から ⑵－土壌汚染－

売主には特約に基づく完全な土壌汚染除去を行う義
務があったとして買主が求めた違約金支払い請求が
棄却された事例

（東京地判 平30・2・23 ウエストロー・ジャパン）　室岡 彰
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汚染の完全除去工事を求めたが、Ｙが応じな
いため、Ｘは、残金決済に応じなかった。Ｙ
は、平成28年１月15日付内容証明郵便で、Ｘ
に、代金不払いによる債務不履行を理由に売
買契約を解除するとの意思表示をした。
平成28年１月、Ｘは、Ｙに土壌汚染対策工
事の特約に違反する債務不履行があるとして
違約金の支払い等を求め、提訴したのに対し、
Ｙは、Ｘに、残金不払いによる債務不履行を
理由として違約金の支払いを求め、反訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Ｘの請求
を棄却し、Ｙの反訴請求を認容した。
⑴　Ｘは、特約条項の趣旨に照らすと、Ｙは、
土壌汚染を完全に除去する債務を負っていた
と主張するが、特約条項は「土壌汚染調査に
基づき、対策工事を実施済みである」という
もので、本件土地の土壌汚染を完全に除去す
ることを明示的に合意するものとはいえない
ことは明らかである。また、売買契約の際に、
Ｘも、地表から1.3ｍまでの土壌汚染対策工
事が行われるものと理解していたことから、
特約条項が土壌汚染を完全に除去する趣旨で
合意されたということもできず、Ｘの主張を
採用できない。
⑵　Ｘは、Ｙから、本件土地の土壌汚染は地
表から1.3ｍの範囲内に存在しているとの説
明があったとも主張する。しかし、売買契約
書などの契約時の作成書面にも、土壌汚染は
地表から1.3ｍの範囲内に存在しているとの
記載は存せず、Ｘの主張を裏付ける客観的な
証拠は見当たらない。また、Ｙは、Ｘに完了
報告書の交付を予定しており、虚偽の事実を
述べるとは考え難く、Ｘが主張する説明がな
された事実を認めることはできない。
⑶　Ⅹは、およそ土壌汚染の存在を売主が認
識すれば、売買契約に伴い、完全に除去すべ

き附随義務を負う旨の主張もするが、東京都
の土壌汚染対策ガイドラインにおいても、健
康リスクがある場合でも、必ずしも土壌中の
有害物質の除去は求められていないことか
ら、当事者間での合意があるにもかかわらず、
深度のいかんを問わず、常に地中の全ての汚
染物質を除去すべき義務が売買契約に附随し
て発生すると解する根拠はない。
⑷　契約において土壌汚染対策工事の範囲が
地表から1.3ｍの範囲とされたのは、木造住
宅建築の場合のＡのアドバイスを踏まえてと
認められ、実際にも木造住宅が建築されてい
ることから、合意された地表から1.3ｍの範
囲での土壌汚染対策工事が合理性を欠くとは
いえず、この点からも、地中の全ての汚染物
質を除去すべき義務が売買契約に附随して発
生すると解する根拠はない。

3 　まとめ

買主が求める、深度のいかんを問わず土壌
汚染を完全に除去する合意があったとの主張
に対し、契約書の「本件土地は、土壌汚染調
査に基づき、対策工事を実施済みである。」
との特約からも、また、行政のガイドライン
や利用目的（木造住宅建築）からしても、契
約に伴う付随義務としても認められないとす
る本件判決は妥当なものである。
しかしながら、土壌汚染土地の取引におい

ては、利用用途にかかわらず、全面除去を要
望する買主が多いことから、「対策工事を実
施済みである。」との記載のみでは、全面除
去の工事をしたと誤解される可能性もあるこ
とから、全面除去でない場合、工事範囲につ
いても、口頭告知でなく、契約書の特約とし
て記載しておくことに留意する必要があると
言えよう。

（調査研究部調査役）
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中古戸建を購入した買主が、売主や媒介業
者が、契約の際に虚偽の説明をするなどした
ため、騒音や振動にさらされることになった
として、両者に対して不法行為に基づく損害
賠償を求めた事案において、売主は騒音や振
動に悩まされていたとは認められず、虚偽の
説明をしたとは認めることはできないとし
て、買主の請求が棄却された事例（東京地裁 
平成29年12月25日判決 棄却 ウエストロー・
ジャパン）

1 　事案の概要

売主Ｙ１（被告）、Ｙ２（被告）及びＢ（訴外）
（以下、Ｙ１、Ｙ２、Ｂを併せ「Ｙ１ら」と
いう。）は、合計４車線の北側道路に接して
いる２階建て建物（以下、「本物件」という。）
に入居後、２階の北側、東側及び西側の各窓
にシャッターを取り付け、居住していた。
媒介業者Ｙ３（被告）から、本物件を紹介

されたＸ１（原告）、Ｘ２（原告）及び２人
の子である買主Ｘ３（原告）（以下、Ｘ１、
Ｘ２、Ｘ３を併せ「Ｘ１ら」という。）は、
いずれも、売買契約前に本物件を訪れ、状況
を確認した後、平成25年９月、Ｘ３の代理人
Ｘ１は、Ｙ１らとの間で、売買代金3130万円
とする本物件の契約を締結し、同年11月、引
き渡しを受けた。
売買契約に先立つ重要事項説明において、

Ｙ３は、Ｘ１に、「本物件敷地の前面道路お
よび周辺道路は、公道であり通り抜け可能で
あるため、不特定多数の歩行者や大型車両等

を含む各種車両等が通行し、通り抜ける場合
があります。また、それらの通行に伴い騒音
および振動が生じる場合があります。」と記
載した重要事項説明書の内容を読み上げ、交
付した。また、Ｙ２がＹ３に相談した上で、「⑮
騒音・振動・臭気等」の欄に「無」と記載し
た物件状況等報告書（以下「報告書」という。）
もＸ１に交付された。
その後、Ｘ１らが本物件に入居後、北側道

路からの騒音及び振動が気になったため、平
成28年10月に騒音の測定をした結果、本物件
の屋外の等価騒音レベルは、昼間が67.6dB、
夜間が64.3dBであった。なお、「騒音に係る環
境基準について」（平成10年環境庁告示第64
号）による環境基準値は、昼間（午前６時か
ら午後10時間）が70dB以下、夜間（午後10
時から翌日午前６時間）が65dB以下である。
Ｘ１らは、Ｙ１らに対して、以下を理由と

して、損害賠償の請求を行った。
・Ｘ１らは、騒音が受忍限度を超え、Ｙ１ら
は、本物件にて耐え難い騒音及び振動に悩
まされていたにもかかわらず、物件状況等
報告書の「⑮騒音・振動・臭気等」の欄に
「無」と記載しただけでなく、Ｘ１から騒
音や振動について確認された際、「騒音や
振動はない。生活音のみ。」と説明した。
Ｙ１らの行為は、Ｘ１らに対する虚偽説明
として、不法行為に当たる。

・Ｙ３は、本物件を何度も訪れ、北側道路の
状況を把握しており、かなりの騒音や振動
が発生することを容易に認識し得たにもか

最近の判例から ⑶－騒音の説明義務－

騒音等について虚偽の説明をしたとして買主が求めた売
主及び媒介業者に対する損害賠償請求が棄却された事例

（東京地判 平29・12・25 ウエストロー・ジャパン）　室岡 彰
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かわらず、Ｙ１らが「⑮騒音・振動・臭気
等」の欄に「無」と記載した報告書を、Ｘ１
に交付させたＹ３の行為は、Ｘ１らに対す
る虚偽説明又は説明義務違反にあたる。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Ｘ１らの
請求を棄却した。
（売主Ｙ１、Ｙ２の不法行為について）
⑴　Ｘ１らが測定した本物件の屋外での等価
騒音レベルは、環境基準値を上回るものでは
なく、屋内の騒音レベルも明らかでない。ま
た、同時に振動レベルも測定しているが、直
ちに、売買の当時、Ｙ１らが、本物件におけ
る騒音や振動に悩まされていたと認めること
はできない。
⑵　Ｘ１らは、Ｙ１らが、本物件が揺れると
いう相談を近隣の者にしたり、本物件２階の
北側、東側及び西側の各窓にシャッターを取
り付けたり、騒音や振動に関する署名を集め
て市役所に提出していた旨主張するが、Ｘ１
の供述は、本物件の近隣の者が平成18年に署
名を集めて提出した旨を近隣の者等から聴き
取った旨にとどまり、Ｙ１らが近隣に相談し
たり、騒音や振動に関する署名を集め、市役
所に提出したと認めるに足りる証拠もない。
⑶　Ｙ１らは、Ｘ１に対し、売買の際、「⑮
騒音・振動・臭気等」の欄に「無」と記載し
た報告書を交付したが、売買の当時、Ｙ１ら
が本物件における騒音及び振動に悩まされて
いたとは認められないし、Ｘ１らはいずれも、
売買の前に本物件を訪れて状況を確認してお
り、騒音や振動の有無・程度等を認識するこ
ともできたことから、報告書が交付されたこ
とで、Ｙ１らが虚偽の説明をしたものと認め
ることはできない。
⑷　Ｘ１らの、売買の際、契約書への署名押
印に先立ち、Ｙ１らがＸ１に「騒音や振動は

ない。生活音のみ。」との主張も、裏付けと
なる証拠はなく、採用することができない。
（媒介業者Ｙ３の不法行為について）
また、Ｙ３は、売買の際、Ｙ１らがＸ１に、

「⑮騒音・振動・臭気等」の欄に「無」と記
載した報告書を交付したことを認識していた
が、本物件の前面道路を不特定多数の歩行者
や大型車両等を含む各種車両等が通行し、騒
音および振動が生じる場合があると記載した
重要事項説明書を交付し、これを読み上げた
こと、また、Ｘ１らはいずれも、売買の前に
本物件を訪れて状況を確認しており、騒音や
振動の有無、程度等を認識することもできた
ことから、報告書が交付されたことで、Ｙ３
に虚偽説明又は説明義務違反があったと認め
ることはできない。

3 　まとめ

本事案は、買主が、売主が物件状況等報告
書の「騒音・振動・臭気等」の欄に「無」と
記載したこと、媒介業者が同記載を容認した
ことを主な根拠として、売主及び媒介業者に
対して、虚偽説明や説明義務違反による損害
賠償請求を行ったものである。
本事案は、そもそも、売主が騒音や振動に

悩まされていたと認めることができない事案
でもあり、売主及び媒介業者の虚偽説明や説
明義務違反の責任は問われなかったことは妥
当と考えられるが、騒音・振動・臭気等につ
いては、後々のトラブルを避けるためにも、
売主及び媒介業者は、それぞれ、物件状況等
報告書及び重要事項説明書に、客観的な内容
を記載することが必要である。また、万一、
物件状況等報告書と、重要事項説明書の重要
事項説明の内容に齟齬が生じている場合に
は、媒介業者は、適宜、記載内容の整合性が
図られるよう調整に努めることが望ましいで
あろう。 （調査研究部調査役）
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宅建業者である買主には売主が抵当権抹消
できるかどうか確認する義務がある、などと
したマンションの売主の主張を採用せず、買
主宅建業者の売買契約の解除及び売主に対す
る違約金請求を認めた事例（東京地裁 平成
29年７月18日判決 認容 ウエストロー・ジャ
パン）

1 　事案の概要

宅建業者Ｘは、平成28年２月24日、Ｙとの
間でＹが所有する投資用マンション一室を
1200万円で買受ける売買契約を締結し、Ｘが
Ｙに手付金10万円を契約日に支払った。また、
Ｙは、同年５月31日に、残金1190万円を受領
次第、所有権移転登記の申請手続をするもの
とされた。
本件売買契約書では、以下の内容が定めら

れている。
①　抵当権の抹消等（７条）
　　売主は、本件建物の所有権移転の時期ま
でに、その責任と負担において、本件建物
上に存する抵当権等の担保権等、買主の完
全な所有権の行使を阻害する一切の負担を
消除する。

②　契約違反による解除・違約金（13条）
　　売主又は買主が本件契約上の債務を履行
しない時は、相手方は、催告の上、本件契
約を解除することができる。売主の違約に
より買主が本件契約を解除した場合、売主
は、買主に対し、違約金として売買代金の
20％相当額を支払うとともに、受領済みの

金員を返還する。
Ｙは、本件売買契約後、ローンの抵当権者

である銀行に、本物件売却代金をローン残債
務に返済することを条件に抵当権解除を申し
入れたが、残債務と返済額の差が大き過ぎる
として同意を得られなかった。
５月24日、Ｙは、Ｘに対し、本物件の抵当

権者である銀行が抵当権の抹消に応じないた
め、錯誤により本件契約は無効であるとした
通知書を送付した。
これに対して、Ｘは、５月31日までに所有

権移転登記手続をしない場合は、契約を解除
し、Ｙは、Ｘに対し、違約金240万円及び受
領済みの手付金10万円を支払うべき旨を通知
したが、５月31日、Ｙは、Ｘに通知すること
なく本物件をＸとの売買価格より高値で第三
者に売却した。
Ｘは、本件契約を解除したとして、Ｙに対

して、本件違約金条項に基づく違約金240万
円と支払済の手付金10万円の計250万円の支
払を求めて提訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を
全額認容した。
（本件違約条項の効力の有無）
⑴　Ｙは、ＸがＹに宅建士の記名捺印のある
37条書面を交付しなかったことから、本件違
約条項の効力はないと主張するが、
①　 Ｘは、37条書面の交付を予定していたが、

Ｙが契約の履行を拒絶したため、その交

最近の判例から ⑷－売買契約の違約解除－

買主業者には売主が抵当権抹消できるかどうかを確認す
る義務があるとした売主の主張が採用されなかった事例

（東京地判 平29・7・18 ウエストロー・ジャパン）　西崎 哲太郎
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付をしなかったこと
②　 本件契約書には宅建業法37条の定める内
容（本件違約条項を含む。）が記載され
ており、Ｙは本件違約条項を確認してい
ること

等が認められるから、本件契約書に宅建士の
記名押印がないことを理由に、本件違約条項
の効力が否定されることはない。
⑵　Ｙは、ＸがＹに重要事項説明書を交付し
なかったことを根拠として、ＸがＹに対して
違約金についての説明をしておらず、本件違
約条項の効力はない旨主張する。しかし、宅
建業法35条は、売主が宅建業者である場合に
買主に対して重要事項説明書の交付義務を負
う旨定めるのみである。また、ＸがＹに対し
て本件違約条項について不実を告知したとも
いえず、同法47条違反の主張も理由がない。
⑶　Ｙは、Ｘは宅建業者であるから、Ｙとの
契約前に抵当権の存在と内容を調査し、抵当
権者である銀行に抵当権を抹消できるかどう
かを確認し、抹消の条件を伝えた上で本件契
約をすべきであったのに、この義務を怠った
から、本件違約条項は効力がないとも主張す
る。しかし、ＸはＹに対し、抵当権が設定さ
れていることを説明しているし、Ｘが宅建業
者であるからといって相手方の取引先の金融
機関に対して問合せを行う義務を当然に負う
とはいえない。
（停止条件又は解除条件の合意の有無）
Ｙは、ＸとＹの間には、本件契約について、

銀行が抵当権抹消を承諾することを停止条件
とする合意、又は、銀行が抵当権抹消を承諾
しないことを解除条件とする合意があった旨
主張する。しかし、Ｙ自身、抵当権者が抹消
に応じないことは想定していなかったと供述
しており、銀行が抵当権の抹消に応じなかっ
た場合についての条件をＸとの間で合意して
いたことは考え難い上、本件契約書には、売

主が本件建物の所有権移転時期までに負担を
消除することが明記されており、Ｙが、自分
の資金と親の支援で住宅ローン債務を完済
し、本件建物の抵当権を抹消する旨述べてい
たことからすると、その主張は採用できない。
（結論）
よって、Ｘによる契約の解除並びに違約条

項は有効であり、Ｙは、違約金240万円及び
受領済みの手付金10万円の支払義務を負う。

3 　まとめ

Ⅹが契約無効の主張の根拠とする、宅建士
の記名押印のある37条書面未交付について
は、それが事実であるとしても宅建業法に基
づく行政上の処分是非の問題にとどまり、そ
れ自体で民事上の契約無効や損害賠償責任の
問題になるものではない。
また、買主業者の売主に対する重要事項説

明・重要事項説明書交付義務がないことは、
宅建業法35条１項がその説明対象を「その者
が取得し、又は借りようとしている宅地また
は建物」としており、条文上も明らかである。
抵当権抹消可否に関しては、売主が売買契

約の前に銀行に確認すべきものではあるが、
もし抹消ができなければ売買契約の履行が不
可能となることから、不動産売買に不慣れな
個人に対しては、トラブルの未然防止という
観点で、宅建業者としては売買契約前に銀行
へ確認することをアドバイスしておくべきで
あろう。

（調査研究部主任調整役）
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宅建業者から不動産を購入した21歳の買主
が、負担なく利益が確実に得られるかのよう
な勧誘を受け、その結果多額の債務を負わさ
れたなどとして、売主である宅建業者、同社
の代表者及びその従業員並びに媒介業者及び
その代表者に対して、不法行為による損害賠
償請求権に基づき損害金の支払いを求めた事
案において、売主と代表者及びその従業員に
対する請求がほぼ認められ、媒介業者及びそ
の代表者に対する請求は棄却された事例　
（東京地裁 平成29年11月20日判決 一部認容 
ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

Ｘ（原告）は、平成３年生まれ（平成24年
11月当時21歳）であり、高校中退後アルバイ
トをしている。
Ｙ２（被告）は、宅建業者であるＹ１社（被

告）の代表者であり、Ｙ３（被告）は、平成
24年当時、Ｙ１の従業員として勤務していた。
Ｙ４社（被告）は宅建業者であり、Ｙ５（被

告）は、Ｙ４の代表者である。
本件不動産は、平成24年11月29日当時、登

記簿上Ａが所有者とされ、Ａが同日、Ｙ１に
1830万円で売り、Ｙ１は同日、Ｘに2910万円
で売却した（本件契約）。Ｙ４は、本件契約
について、媒介業者として関与した。
Ｘは、同日、Ｃ信用組合から2900万円の住

宅ローン貸付けを受けたが、貸付けを受ける
に当たっては、Ｂが連帯保証人となった。
Ｃは、本件住宅ローン債務の支払いが滞っ

たことから、競売手続を申し立て、平成27年
５月、本件不動産の所有権は、担保不動産競
売により第三者に移転した。
Ｃは、配当金を受領しても、本件住宅ロー

ン債務の全ての弁済を受けるに不足していた
ため、Ｘ及びＢを被告とする訴訟を提起した
ところ、平成28年３月、Ｂが200万円をＣに
支払ったことにより、Ｃはその余の支払義務
を免除し、ＸはＣに対し、残元本655万円余
を分割で支払うこと等を内容とする和解をした。
Ｘは、Ｙ３はＸに対し、負担なく利益が確

実に得られるかのような断定的判断の提供を
し、相場よりも相当高額な価格で本件不動産
を購入させた。また、Ｘとは無関係であった
Ｂをいとこと名乗らせ、Ｘに収入を偽るよう
指導するなどし、最終的にはＸに多額の債務
を負わせたなどと主張して、Ｙ１らに対して、
不法行為による損害賠償請求権に基づき、弁
護士費用を含め940万円余等の支払いを求め
て提訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求を
一部認容した。
⑴　売主Ｙ１、その代表者Ｙ２及びその従業
員Ｙ３について
認定事実を総合すると、「本件不動産を取
得し、後にこれを転売して数百万円のもうけ
が出たときに、その一部の分け前を与えるか
ら本件不動産をＸ名義で購入するよう、Ｙ３
に勧誘された」などとするＸの供述は採用す

⑸－不当な勧誘による不動産売却－最近の判例から

不当な勧誘により不動産を購入した買主が、売主業者と代
表者及びその従業員に求めた損害賠償が認められた事例

（東京地判 平29・11・20 ウエストロー・ジャパン）　金子 寛司
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ることができる。
Ｙ３の勧誘態様に加え、Ｃに対して債務を
負担するのはあくまでＸであって、Ｙ１にお
いて何らのリスクもないまま確定的に利益を
取得し、また、かかるスキーム実現のために
報酬を支払うと騙して、Ｂを保証人にさせる
などして、Ｘに本件契約を締結させたＹ３の
行為は、社会通念上逸脱した不法行為に当た
るというのが相当である。
Ｙ３は、Ｙ１の従業員であり、Ｘに本件契
約を締結するよう勧誘したのは、Ｙ１の事業
として行ったものであると認めることができ
る。そうすると、Ｙ１は、Ｙ３の上記行為に
ついて使用者責任を負う。
Ｙ２は、Ｙ１の代表者として、仕入価格及
び販売価格をいずれも認識した上で売買契約
を締結したものである。かかる事実に加え、
Ｙ２は、Ｙ３と共謀して、Ｙ３が投資に関す
る知識等の乏しい人物を勧誘して投資名目で
不動産を購入させていることが認められるこ
とに照らせば、Ｙ２は、Ｙ３と意を通じて、
Ｘに対する不法行為に及び、売買金額の差異
から諸費用を控除した利益をＹ１に帰属させ
たものというのが相当である。
⑵　媒介業者Ｙ４及びその代表者Ｙ５につい
て
Ｘは、Ｙ４が本件不動産に係る話をＹ３に
仕向けているという事実などから、Ｙ４は、
Ｙ３の行為の使用者責任を根拠として、責任
を負うべきであると主張するが、Ｙ４がＹ３
に対して指揮監督関係があると認めるに足り
る的確な証拠はない。また、Ｘは、Ｙ５は
Ｙ３と共謀し、あるいは、少なくとも過失で
Ｙ３を幇助してＸに本件契約を締結させたと
主張するが、Ｙ３による不当な勧誘によるＸ
の本件契約の締結について、Ｙ５とＹ３の間
の共謀があったと認めることはできず、Ｙ５
がＹ４の代表者として任務を懈怠し、また、

かかる懈怠に悪意又は重過失があるというこ
ともできない。
⑶　Ｘの損害について
Ｘは、Ｃとの間における和解手続によって、
655万円余の債務負担を確認し、その分割支
払を継続している。また、Ｂは、Ｃに対し、
本件住宅ローン債務の保証人として、200万
円を支払ったものであるから、主債務者であ
るＸに対し、求償権を取得したものであると
ころ、Ｘは、かかる債務負担を余儀なくされ
たことについて同額の損害を負っているとい
うことができる。以上の合計額は855万円余
となるところ、その約８％である68万円をも
って、Ｘの弁護士費用というのが相当である。
これらを加算すると、合計923万円余となる。

（なお、本件では、Ｙ３には、Ｘ名義のクレ
ジットカードの不正使用があったとして、別
途75万円余の損害賠償が認められている。）

3 　まとめ

投資用物件への強引な勧誘については、従
来から行政機関等により注意が呼びかけられ
ており、本年（平成31年）３月には、国民生
活センターから、20代に対する投資用マンシ
ョンの強引な勧誘の増加について、注意喚起
が行われたところである。
また、不動産業者らの勧誘により、20代の

若者等が、本来投資用なのに居住用と偽って、
住宅ローンを不正に利用したとする事案も報
道されている。
消費者においては、このような投資用マン

ション等の強引な勧誘に対して、改めて特段
の注意を払うとともに、宅建業者においても、
当然ながら、社会通念を逸脱した不法行為は
厳に慎むことが不可欠である。
なお、本件と類似の事例として、東京地判 

平27・3・18（RETIO102-110）などがある。
（調査研究部次長）
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最近の判例から ⑹－宅建業者の名義貸し責任－

原野商法詐欺を行った者に対し、業務提携
として、商号使用を許諾し、実印及び印鑑証
明書を預託していた、宅地建物取引業者及び
その代表者の名義貸し責任による、原野商法
詐欺被害者に対する損害賠償責任が、認めら
れた事例（東京地裁 平成29年３月28日判決 
認容 ウエストロー・ジャパン）

1 　事案の概要

Ｘは、Ｙ１の従業員を名乗るＡから電話を
受け、Ｘが所有する山林を600万円で購入す
るとの意向を聞かされた。
Ａが訪問した数日後にＸは、Ａに言われる

ままに、Ｙ１に対して山林を600万円で売却
するとの内容の売買契約書に署名押印した。
また、このときにＸは、Ａから事前に50万円
の販売経費等を用意するように指示されてい
たことから、これを準備してＡに手渡した。
その後ＸはＡから、売買取引が原因で税金

がかかるため、その対策を弁護士に依頼する
費用を現金で準備するよう指示を受けると、
これらを準備して手渡し、都度Ａが持参した
書面に署名押印したが、これら書面の内容は、
客観的価値からかけ離れた価格でＸが、Ｙと
原野の売買を繰り返す契約書であった。
Ｘは、各契約は、Ａが土地を購入する意思

がないＸを騙して原野を売りつけるために行
われた一連の詐欺行為で、山林の売却に必要
な書類だと信じ込ませて署名押印をさせたも

のであり、不法行為に当たると主張して、Ａ
に交付した現金合計1090万円に、当初所有し
ていた山林の評価額と、弁護士費用を加えた
1343万円の損害賠償をＹ１、Ｙ２（Ｙ１の代
表取締役）らに対して求める訴訟を提起し
た。

2 　判決の要旨

裁判所は次の通り判示して、ＸのＹ１らに
対する請求を認容した。
（不法行為の存否について）
Ａは、土地を購入するつもりがないＸを騙

し、山林の売却に必要な書類だと誤信させて
各契約書に署名押印をさせ、Ｘから山林及び
現金1090万円を詐取したものと認められる。
（Ｙ１、Ｙ２の賠償責任について）
Ｘに各契約を勧誘したＡは、Ｙ１と業務提

携を行ったＢ側の人間と推認されるが、ここ
でいう業務提携とは、Ｂが、Ｙ１の名義を用
いて不動産取引を行うというものであり、そ
の実質は単なる名義貸しというほかない。そ
して、Ｙ２は、本件業務提携を行うまでＢと
の間に一切面識がない上、その実質が単なる
名義貸しに過ぎない行為（本件業務提携）を、
報酬を得る目的で行ったほか、本来であれば
厳重に管理すべき法人Ｙ１の実印及び印鑑証
明書を、Ｂから求められるままに交付したこ
とは、Ｙ２はＢに対してＹ１の商号を使用し
て事業を行うことを許諾したと認められ、Ｘ

宅建業者の名義を借りておこなわれた原野商法詐欺
による損害について、名義貸しをした宅建業者及び
その代表者に対する損害賠償請求が認められた事例

（東京地判 平29・3・28 ウエストロー・ジャパン）　高橋 兼生
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が当該取引（本件不法行為）を行ったことに
より被った損害につき、会社法９条に基づき、
Ｙ１は賠償責任を負うべきである。
実印や印鑑証明書は、一般的に、その所持
者についての身分証明や資格証明機能を有す
るため、その管理者は、他人に悪用されない
ように厳重な管理が求められるが、Ｙ２は、
これを素性が明らかでない他人（Ｂ）に対し
て求められるままに交付し、その結果、本件
不法行為が行われるに至ったことが認められ
るから、Ｙ２には、重過失がある。
よってＸの請求について、Ｙ１、Ｙ２の責
任を肯定できる。

3 　まとめ

本判決にあるとおり、自己の商号を使用し
て事業又は営業を行うことを他人に許諾した
会社が、商号を使用した者の違法行為等によ
り取引を行った第三者に損害が発生した場
合、会社法９条により使用した者と連帯して
損害賠償責任を負い、本件のように損害に繋
がる任務に懈怠もしくは重過失があった取締
役は、同法429条に基づく賠償責任を負う。
万一、宅建業を営む中で、本件のような業
務提携の話を受けることがあったとしても、
いわゆる名義貸しは宅建業法に基づき処分対
象になるほか、本判決のとおり、民事上の責
任も大変大きいものとなるので、厳に慎むこ
とが不可欠である。

（調査研究部調査役）
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原野商法の被害者が、詐欺行為を行った宅
建業者に名義貸しをした宅地建物取引士に、
共同不法行為による損害賠償を求めた事案に
おいて、宅地建物取引士には名義を貸した宅
建業者が詐欺行為をするなどしてその顧客に
損害を被らせることを予見する義務があり、
名義の使用承諾は宅建業者の詐欺行為の幇助
にあたるなどとして、その請求を認めた事例
（秋田地裁大曲支部 平成29年９月22日判決 
認容 消費者法ニュース115号269頁）

1 　事案の概要

平成28年５月、宅地建物取引士（宅建士）
の資格を有していたＹ（被告）は、紹介によ
り宅建業者Ａに専任の宅建士としてＹの名義
を使用することを承諾した。
同年10月12日、Ａは、那須郡所在の山林（那

須土地）を所有していたＸ（原告）に、「札
幌の顧客Ｐが苫小牧市所在の土地（苫小牧土
地）を探しており、ＸがＡからＰに対して売
る苫小牧土地を購入してＡに80万円を支払え
ば、ＡがＸから、代金420万円で那須土地を
購入し、同年11月７日にＸに80万円と合わせ
て500万円を支払う」と言って、ＸがＡに代
金420万円で那須土地を売却する旨の売買契
約と、ＸがＡから代金500万円で苫小牧土地
を購入する旨の売買契約を締結させ、Ｘに80
万円を支払わせた。
またＡは、同年10月27日、Ｘに対して、「Ｐ
の息子Ｑが妙高市所在の土地（妙高土地）を
購入したいと言っている、ＸがＡから代金

600万円で妙高土地を購入し、Ａが立て替え
る300万円に加えて、ＸがＡに300万円を支払
えば、同年11月７日にＡがＸに、前契約の
500万円と合わせて800万円を支払う、ＸがＡ
に300万円を支払わなければ、ＡはＸに前契
約の500万円を支払うことができなくなる。」
と言って、ＸがＡから代金600万円で妙高土
地を購入する旨の売買契約書を締結させ、Ｘ
に300万円を支払わせた。
その後も、Ａは同様の手口によってＸに売

買契約を締結させ、同年11月17日までに、Ｘ
に計1880万円を支払わせた。
これらの売買において、Ｙが契約に立ち会

い、重要事項説明をすることはなかったが、
各重要事項説明書・売買契約書には、宅地建
物取引主任者としてＹの記名・印影があった。
ＸはＹに対し、Ａに名義を貸しただけだとし
ても、詐欺行為を幇助した共同不法行為責任が
あるとして、Ｘが被った損害金、慰謝料、弁護
士費用等、計2205万円余の損害賠償を請求した。
Ｙは、Ｘ主張の事実は全て知らない、Ｙは

Ａに名義の使用を承諾したが、Ａがどのよう
な仕事をしているかについて知らなかったと
反論した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｙに対し、
Ｘに生じた損害及び弁護士費用の計2095万円
余の損害賠償を命じた。
⑴　Ｙの共同不法行為責任について
証拠等によれば、ＡがＸに対し、詐欺行為

⑺－宅建士の名義貸し責任－最近の判例から

原野商法を行うとは知らず宅建業者に名義貸しをした宅地建
物取引士に、共同不法行為による賠償責任が認められた事例

（秋田地裁大曲支判 平29・9・22 消費者法ニュース115-269）　中戸 康文
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を行って、損害を負わせたと認めることがで
きるから、Ａは不法行為責任を負う。
ＹがＡに名義の使用を承諾した結果、売買
契約書及び重要事項説明書に、宅地建物取引
主任者としてＹの記名・印影が表示され、そ
のことによりＹがＡのＸに対する詐欺行為を
補助し容易にさせたと認めることができるか
ら、Ｙの名義使用の承諾は、ＡのＸに対する
詐欺行為の幇助に当たるというべきである。
また、宅建業法15条が、宅建士は、宅地建
物取引業の業務に従事するときは、宅地又は
建物の取引の専門家として、購入者等の利益
の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資す
るよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事
務を行わなければならないと規定しているこ
と、同法15条の２が、宅建士は、宅建士の信
用又は品位を害するような行為をしてはなら
ないと規定していること、同法35条が、宅建
士は、宅地又は建物の売買等の契約が成立す
るまでの間に、宅建業者の相手方等に対し、
重要事項説明書を交付して説明すると規定し
ていること、同法68条及び68条の２が、宅建
士が他人に自己の名義の使用を許して当該他
人がその名義を使用して宅建士である旨の表
示をしたときは、都道府県知事は、当該宅建
士に対し、必要な指示をすることができ、情
状が特に重いときは、当該登録を消除しなけ
ればならないことを規定していることからす
ると、これらの規定の趣旨は、宅地又は建物
の取引の専門家の宅建士が、宅地又は建物の
売買等の契約が成立するまでの間に、宅建業
者の相手方等に対し、重要事項説明書を交付
して説明すること等によって、購入者等の利
益を保護することであるというべきである。
これらの規定及びその趣旨からすると、Ｙ
は、Ａに対し名義の使用を承諾したことによ
って、私法上、ＡがＹの名義を悪用してＡの
顧客に対し適法な取引行為を装って詐欺行為

をするなどして損害を被らせることを予見す
る義務があり、かつ、予見することができた
というべきであり、Ｙは、私法上、Ａに対し
名義の使用を承諾することによって、Ａの顧
客に対し損害を被らせる行為をしてはならな
い法的義務を負っていたというべきである。
⑵　結論
従って、Ｙは同義務に違反してＡに対し名

義の使用を承諾し、その過失によって、Ａら
のＸに対する詐欺行為を幇助したのであるか
ら、Ａとともに、共同不法行為責任を負う。

3 　まとめ

宅建業者の「専任の宅建士」となるために
は、その宅建士が「①その事務所に常勤する
こと、②宅建業に専ら従事する状態あること」
が必要であり、当該要件を満たしていない宅
建士が宅建業者に、専任の宅建士としての登
録を承諾することは、名義貸しに該当するこ
とになる。
宅建業法68条において宅建士の名義貸し行

為は禁じられているが、東京高裁 平30・1・9
（判例集未登載）、東京地裁 平30・3・27（ウエ
ストロー・ジャパン）と、本件と同様に宅建
業者に名義貸しを行った専任の宅建士に損害
賠償責任が認められた事例が続けて見られる
ことから、名義貸しの違法性と行った場合の
責任について、一部の宅建士において十分な
理解・認識がされていないのではないかと懸
念がされる。
宅建士の登録実務講習・更新講習の講師に

おかれては、名義貸しが禁止されていること、
名義貸しをした場合には、共同不法行為によ
る損害賠償責任を負う可能性があることにつ
いても、受講者に改めて確認・認識をしても
らうよう、説明をお願いしたい。

（調査研究部主任研究員）


